
第 5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和 6年度実施施策） 
 

第 2章 個性が輝き心豊かな人を育むまち 基本施策 8 子育て・子育ち支援 主担当課 こども家庭課 責任者 佐久間 喜代彦 
 

施策がめざす 

将来の姿 

●すべての市民が子どもの権利を尊重し、子どもたちも地域社会の一員として生き生きと行動しています。 

●地域や子育てに関わる機関が連携して子育て世帯に寄り添った支援がなされ、子育てに安心感が持て、すべての子どもたちが健やかに育つまち

になっています。 

●家庭・学校・地域の中で、青少年が社会を構成する重要な「主体」として尊重され、豊かな人間性と社会性を身につけて成長しています。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

幼い子どもを育てる所として“良い”と

思う市民の割合 

 30.8％

（H30） - - 28.6％ - 38.0％ 40.0％ 

前回の調査時点以降、子育てを

する環境として施設面（ハー

ド）及び事業面（ソフト）の両

面で充実を進めてきたが、子育

て世帯に対して、それらの情報

が届いていないため、下がった

ものと考えられる。 

市民意向調査 

子育て支援や相談など児童福祉に満

足している市民の割合 

 77.7％

（H30） - - 76.6％ - 83.0％ 85.0％ 

前回の調査時点以降、相談窓口

及び相談に当たる職員の質と

もに充実を進めてきたが、子育

て世帯に対して、それらの情報

が届いていないため、下がった

ものと考えられる。 

市民意向調査 

自分も社会のために役立ちたいと思う

中学生の割合 

 75.0％ 77.0% - 79.1％ ７４.８％ 78.0％ 80.0％ 

コロナ禍の収束により、一時的

に大きく高まった機運が収ま

り、現状値とほぼ同じ数値まで

下がった。 

市内中学校２年生を対象に

隔年で実施している「青少

年に関する生活実態調査」

数値「よくあてはまる」「わ

りとよくあてはまる」合計

回答数÷総回答数×100 

 

単位施策：（１）子どもが健やかに育つ環境づくり 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

子ども条例を知っている市民の割合 

 21.7％

（R2） 
- 47.5% - 43.2％ 30.0％ 35.0％ 

チラシ作成、広報紙への掲載等

の取り組みの結果、目標値を上

回る実績を上げており、引き続

き、認知度を高めるように努め

ていく。【Ⅰ】 

市民アンケート 

児童館利用者数(放課後児童クラブを除く

７館月平均) 1,219人 620人 708人 896人 1,004人 1,300人 1,400人 
R6 年度に曽野小放課後児童ク

ラブが開設し、第 3 児童館、第

児童館の総利用者数から、

放課後児童クラブ利用者の



 

 

 7 児童館に余裕ができたことに

伴い、一般の来館が増えた。 

また、中高生が地域の中で安心

して過ごせる居場所づくりと

して、中高生タイムを設け、利

用促進に努めた。【Ⅳ】 

数を引いた人数÷7÷12 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①子ども条例の推進 ①学校での「子どもの権利を考える週間」の授

業や、広報紙に条例の内容を掲載することによ

り子ども条例の周知を行った。各児童館では、

「子ども行動計画」に基づく子どもの意見を取

り入れた行事等を実施した。 

また、「だれもが大切 輝く個性 子ども未

来応援のまち いわくら」を掲げた岩倉市子ど

も未来応援計画を策定した。 

【主要施策Ｐ95.96.112.113】 

②児童館職員が事務局として、岩倉市子ども会

連絡協議会と共に単位子ども会の運営支援を

行い、連携を図ることができた。 

【主要施策Ｐ125】 

③子どもの実行委員会を設けて実施している

事業の企画等では、子どもの自主性を尊重し、

子どもによる自発的な取組が進められるよう

な支援を行い、子どもたちが参加できる機会を

確保できた。 

また、全ての児童館において、中高生専用タ

イムを実施し、地域の中で安心して過ごせる居

場所を提供することができた。 

さらに、令和７年度から５年間を計画期間と

する岩倉市子ども未来応援計画を策定する上

で、児童館の中高生の居場所づくりを考えるワ

ークショップ『居たい！行きたい！「シン・児

童館」を考えよう』を開催し、中学生や高校生

からの意見を直接聞く取り組みを行った。ま

た、岩倉総合高校の生徒に児童館の中高生の利

用を促進するポスターを作成してもらい、市内

の中学校、高校や公共施設に掲示した。 

【主要施策Ｐ112.113.114】 

①引き続き子ども条例の周知を図ると

ともに、子どもたちのかかわる施策に子

どもたちの意見をくみ取ることができ

るよう努める。 

また、策定した計画で掲げた施策の実

現に向け、子育て支援を進めていく。 

②引き続き児童館及び協議会とともに

子ども会の運営支援を行う。 

子ども会が区や地域団体とも連携が

図れるよう支援を行う。 

③引き続き児童館が子どもたちにとっ

て安全安心に過ごせる身近な施設とし

て利用できるよう努める。 

また、令和６年度に実施したワークシ

ョップの意見を今後の中高生の居場所

づくりに反映していく。 

 

【令和７年度の重点施策】③ 

 

内容 子ども条例の趣旨・内容について市民等の理解を深め、実行へ移していくために、学校での

「子どもの権利を考える週間」の授業や市の行事等を通じて市民への周知に努めます。また、

子ども条例に基づく、子どもの施策に関する行動計画により、子どものための居場所の確保

や施設の活用など、具体的な施策を推進します。 

個別施策：②子どもを育む活動の支援  

内容 子ども会、ボランティア団体、地域団体等との協力や連携を図り、子どもたちが地域の行事

等に主体的に参加できるよう支援します。 

個別施策：③児童館活動・施設の充実 【重点】 

内容 遊びを通して子どもたちの健やかな成長を促進するため、地域の人たちとも協力をしなが

ら、子どもの身近な施設としての役割を充実します。また、中高生の居場所としての活用が図

れるように検討を進めます。 

主要事業 

◆子ども行動計画推進事業 

◆子ども条例啓発事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

B 
（Ⅲ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

  



 

 

 

単位施策：（2）保育サービス等の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

待機児童数（保育園） 

 
０人 ２人 ０人 0人 ６人 ０人 ０人 

急な保育ニーズの増加に対応

することができず、０歳児で２

人、１歳児で４人の待機児童が

発生した。【Ⅳ】 

各年度の４月１日時点の待

機児童数 

放課後児童クラブの利用定員数 

 

375人 375人 405人 405人 500人 460人 460人 

令和６年度に曽野小学校放課

後児童クラブが開所し、定員が

増加した。加えて岩倉北小学校

放課後児童クラブの定員も増

やし、目標値を上回る定員とな

った。【Ⅰ】 

各放課後児童クラブに設定

した定員数の合計 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①幼児教育・保育サービスの充実  ①毎月行う園長会に私立の認定こども園の園

長も出席してもらい、情報交換を行った。また、

０～２歳児のカリキュラム打ち合わせ会を公

立保育園と私立の認定こども園等の合同で実

施し、保育園職員研修には、認定こども園職員

や保健師、児童厚生員にも参加を呼びかけ市内

の子どもに関わる施設の職員全体の知識の向

上を図った。 

副食費の免除対象者に対する主食費の免除

を新たに実施したほか、私立の認定こども園等

に対して、県補助事業と連動した保育所等給食

費軽減対策支援金及び児童福祉施設等光熱費

等物価高騰対策支援金を支給することで、安定

的な施設の運営を確保し、保護者の負担の増加

を防ぐことができた。 

公立保育園及び私立の認定こども園等にお

ける通常の保育と並んで、保育園送迎ステーシ

ョン、一時保育、病児・病後児保育といった充

実した保育サービスを引き続き実施した。 

【主要施策Ｐ98、100、101～102、105～106、107】 

②五条川小学校区統合保育園について、実施設

計及び埋蔵文化財調査を実施した。 

【主要施策Ｐ109.110】 

③曽野小学校の敷地内に放課後児童クラブを

開所し、定員を拡大した。 

また、それに合わせて市内の全校区におい

て、対象学年を小学６年生までとした。 

①公立保育園と私立の認定こども園で

連携を強化し、引き続き幼児教育・保育

の質の向上及び量の確保を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②造成工事を実施し、令和７年度の建築

工事に向けた準備に入る。 

 

③放課後児童クラブ利用希望者が増加

しており、放課後こども教室の充実と合

わせて児童クラブの運営方法や受け皿

の検討が必要である。 

内容 すべての子どもが質の高い幼児教育や保育を受けられるよう公立保育園と私立の幼稚園

や認定こども園等の民間保育施設とのさらなる連携を進めるとともに、引き続き保育園送迎

ステーションといった本市独自の事業や、一時保育、病児・病後児保育、休日保育などの保育

サービスの充実に努めます。 

個別施策：②保育施設の充実 【重点】 

内容 保育環境の向上のため、老朽化している施設について、計画的に改修を行うとともに、公共

施設再配置計画に基づき、統廃合や複合化を伴う建て替えを進め、施設の充実を図ります。 

個別施策：③放課後児童健全育成の充実  

内容 子どもが豊かな放課後を過ごせるようにするため、放課後児童クラブの学校敷地内等への

移設と対象拡大を進め、事業の充実に努めます。また、放課後子ども教室との一体的な実施に

ついて検討します。 

主要事業 

◆子ども・子育て支援事業計画推進事業 

◆保育園施設整備事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

B 
（Ⅲ） 



 

 

 加えて、土曜日の放課後児童クラブを岩倉北

小学校放課後児童クラブに集約して実施する

ことにより、放課後子ども教室との連携がより

強固なものとなった。 

 小学校への放課後児童クラブの移設により、

市内全ての児童館が単独児童館となるため、今

後の児童館のあり方を検討し、「岩倉市児童館

適正配置方針」を策定した。 

【主要施策Ｐ111、112～114、115、116】 

 また、児童館の事業の充実に努めてい

く。 

 

【令和７年度の重点施策】② 

 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（3）地域の子育て支援体制づくり 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

子育て支援センター利用者数 

 17,309 

人 

11,697 

人 
13,425人 15,033人 １５,２６６人 

19,600 

人 

22,000 

人 

広報だけでなくすぐーるを活

用した周知を図り年間を通じ

て開所したが、利用者数は横ば

いであった。【Ⅳ】 

子育て支援センターの年間

延べ利用者数（大人と子ど

もの合計、おでかけひよこ・

こっこは除く） 

ファミリー・サポート・センター援助会員数 

 

74人 88人 75人 57人 ６１人 80人 85人 

援助会員については、会員数を

増加するために市内の公共施

設において事業の周知や会員

の募集の活動を行っているが、

それ以上に高齢化等による退

会が多くなっている。【Ⅳ】 

各年度の３月 31日時点の援

助会員数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①子育て支援拠点の充実  ①子育て支援センターを通年で開所し、子育て

世代の交流の場を作った。また、地域の子育て

世代の交流の場として地域交流センター等で

実施している、０歳児を対象としたおでかけひ

よこ広場及び１歳児を対象としたおでかけこ

っこ広場についても、引き続き事前予約制を取

りながら実施し、子育て世代の交流の場を提供

することができた。 

【主要施策Ｐ103.104】 

②子育て支援センターの職員が研修を受講し

利用者支援員として育児相談や子育て支援に

関する情報提供を行った。 

加えて子育て支援センターにおいて定期的

①地域の親子の居場所や子育て中の親

子の交流や育児支援の場を提供するた

め、適切に対策を行いながら事業を実施

していく。 

また、子育て支援センターを地域子育

て相談機関として位置づけ、子育ての悩

みや不安に寄り添える場所として相談

体制の充実を図る。 

 

②子育て支援センター、児童館・放課後

児童クラブともに、保護者からの相談に

適切に対応するため、研修等の実施を積

極的に行うと共に職員の知識や技術の

内容 子育て支援センターや保健センター、公立保育園が中心となって、地域交流センター、多世

代交流センター、児童館、認定こども園などの子育て支援施設が連携し、乳幼児を子育て中の

親子の交流や育児支援の場としての居場所づくりを進めます。 

個別施策：②相談支援体制の充実  

内容 保護者の子育ての悩みや不安に対応するため、子育て支援センターと保健センターにおい

て利用者支援事業を実施し、子育て支援サービスに関する情報提供や相談・助言等を行うと

ともに、保育園や認定こども園、幼稚園、児童館等の子育て支援施設が連携して気軽に相談で

きる体制づくりを進めます。 

個別施策：③地域ぐるみの子育て支援 【重点】 

内容 地域ぐるみで子育てを進めていく意識を醸成するため、各種行事などを通じて地域の人た

ちが子どもたちと関わりを持てるような機会づくりに努めます。ファミリー・サポート・センタ

ーの会員拡大や、子育てサークル活動の育成及び支援を進めます。 



 

 

主要事業 

◆子育て支援センター事業 

◆ファミリー・サポート・センター事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（1） 

C 

に栄養士・保健師による相談を実施し、状況に

応じた関係機関との連携も行った。 

また、保育園、児童館、放課後児童クラブに

おいても児童の送迎時等に保護者からの相談

に対応し、特に児童館では、「なないろそうだん

しつ」を設置して相談しやすい環境づくりの充

実を図り、放課後児童クラブでは、児童の送迎

時、児童館では子どもと一緒に遊びに来た時な

どに保護者と積極的にコミュニケーションを

とり、話しやすい雰囲気作りに努めた。 

【主要施策Ｐ103～104、112、116】 

③ファミリー・サポート・センターでは、保健

センターや地域交流センターへの事業紹介チ

ラシの設置や事業の周知を行うとともに、交流

会を開催し、会員同士の交流や利用の促進、援

助会員への勧誘を行った。 

各児童館では、老人クラブ会員との地域交流

会について、年度末に開催し、世代を超えた交

流を深めることができた。 

親子同士の自由あそびや、児童館職員による

手あそび、読み聞かせ等を行う「じどうかんお

やこひろば」を開始し、子育て交流のきっかけ

をつくることができた。 

 ホームスタート事業について、事業の周知や

ボランティアの育成を支援し、地域ぐるみの子

育て支援の充実を図ることができた。また、 

１２月に「ホームスタート Love Me フェスタ」

をＮＰＯ法人と共同で開催し、ホームスタート

やその他の市が行う子育て支援策についての

周知を行った。 

【主要施策Ｐ97.103.104.112.113.114】 

向上に努めていく。基幹相談センターや

重層的支援、児童発達支援センターの相

談業務とも連携できる体制づくりを進

める。 

 

 

 

 

 

 

 

③ファミリー・サポート・センターでは

引き続き会員拡大のための事業の周知

を行い、特に援助会員の拡大のための勧

誘を積極的に行っていく。 

 児童館では、引き続き、「じどうかん

おやこひろば」を実施し、子育て交流の

きっかけづくりや交流の場を提供して

いく。 

 ホームスタート事業を実施している、

市内ＮＰＯ法人に対して、引き続き活動

するボランティアの育成に係る経費を

補助し、市民へ事業の周知を行うことで

利用者の増加を図っていく。 

 

【令和７年度の重点施策】③ 

 

（Ⅳ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（4）家庭への支援 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

子育ち・親育ち講座受講者数 

 
2,007人 861人 1,564人 1,566人 2,354人 3,000人 3,100人 

おおよそ前年度の講座開催数

であったが、就学時講座につい

ては１校から２校に増やすこ

とができた。また、参加人数が

年間延べ受講者数 



 

 

増えた講座も４か月児健診、思

春期講座のいのちの授業等で

増えた。【Ⅱ】 

子育て支援講習会参加者数 

 

527人 337人 424人 516人 602人 660人 780人 

子育て支援センターの育児講

座は、年間を通じて予定通り実

施でき、参加者数が若干増加し

た。 

【Ⅱ】 

子育て支援センターで実施

した育児講座の年間延べ参

加者数（大人と子どもの合

計） 

ひとり親家庭相談件数 

 

185件 186件 177件 169件 163件 200件 200件 

相談は減少傾向にある。児童扶

養手当受給者が減少している

ことが要因と考えられる。 

【Ⅲ】 

年間の相談件数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①家庭の育児力・教育力の向上 ①子育て支援センターにおいて実施している

育児講座について、授乳や参加者同士の交流の

時間を設けるなどの工夫を講じた。また、にこ

にこフロアーだよりを始めとする子育て支援

センターが発信する情報をすぐーるで配信し、

家庭の育児力・教育力の向上を図ることができ

た。 

学識経験者や家庭教育関係者、市職員で構成

された子育ち親育ち推進会議を年２回開催し、

関係機関の情報共有に努めるとともに、同会議

で作成した独自のテキスト「幸せの子育ち・親

育ち」を子育てに役立てるよう保健センターで

配布するなど活用を図った。 

【主要施策Ｐ103.104.259.260.261】 

②子ども医療費支給事業は、広報紙やホームペ

ージで周知を図るとともに、住民異動時におい

て対象者を把握し、子育て世代の負担軽減に努

めた。 

【主要施策Ｐ122】 

③こども家庭センターが主体となって、市内の

全小中学校、保育園、幼稚園の訪問などを通じ

て、関係機関との情報共有など連携を図り、児

童虐待の防止・早期発見に取り組んだ。 

 民生委員・児童委員が生後４か月までの乳児

の家庭を訪問する赤ちゃん訪問を実施し、子育

て支援施策に関する情報や、乳幼児を育ててい

る親子の交流ができる事業等の情報を提供し

た。地域の見守りによる子育て家庭の孤立化の

①引き続き家庭の育児力・教育力の向上

を図るため、育児講座等を実施してい

く。 

親の育児力・教育力が向上するよう子

育ち親育ち講座をより多く開催できる

よう、各施設に呼びかける。 

 

 

 

 

 

 

 

②引き続き事業の周知を図るとともに、

住民異動時において対象者を把握し、子

育て世代の負担軽減に努める。 

 

 

③今後もこども家庭センターが中心と

なって、学校、保育園、保健センターな

どが連携し、児童虐待の未然防止・早期

発見に努めていく。 

 

 

 

 

 

 

内容 家庭において基本的な生活習慣や育児に関する知識を身につけ親子のコミュニケーション

力を高めることができるよう保健センターや子育て支援センターなどにおいて、学習の機会や

情報提供、啓発活動を行うことにより、家庭の育児力・教育力の向上に努めます。 

個別施策：②子育て世帯への医療費支援  

内容 子どもたちが安心して医療が受けられるよう医療費の一部を支給します。 

個別施策：③児童虐待の未然防止・早期発見  【重点】 

内容 家庭児童相談室と学校、保育園、保健センターなどが連携し、児童虐待の早期発見に取り組

むとともに、保健事業と連携した児童虐待防止の啓発、発生予防に努めます。また、民生委員・

児童委員の協力で実施している赤ちゃん訪問事業を推進し、地域ぐるみの見守りを行います。 

個別施策：④ひとり親家庭の支援の充実 

内容 ひとり親家庭の自立の促進と経済的負担の軽減を図るため、就労や貸付制度の紹介などの

相談・情報提供体制を強化するとともに、日常生活支援事業や医療費支給事業等を通して、き

めの細かい支援を実施します。 

主要事業 

◆子育ち・親育ち推進事業 

◆家庭児童相談事業 

◆赤ちゃん訪問事業 

◆母子・父子自立支援事業 

◆子ども医療費支給事業 

◆母子・父子家庭医療費支給事業 
庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

B 
（Ⅱ） 



 

 

防止と育児への負担軽減を図り、児童虐待の未

然防止・早期発見につなげることができた。 

【主要施策Ｐ99.118.119】 

④ひとり親家庭の自立促進を図るため、母子・

父子自立支援員を配置し、窓口での相談やパン

フレット等を使用して就労相談や貸付制度の

紹介などを行った。特に支援の必要がある家庭

に対しては、関係課、社会福祉協議会と連携し、

児童扶養手当や支援制度の申請を促した。 

母子・父子家庭医療費支給事業は、広報紙や

ホームページで周知を図るとともに、市民窓口

課とこども家庭課の連携により、対象者を把握

し、母子・父子家庭の負担軽減に努めた。 

【主要施策Ｐ117、118、120、121、123】 

④ひとり親家庭の生活様式の多様化や

取り巻く環境の複雑化、外国籍の家庭の

増加、物価高騰等により、一律の支援で

はなく、きめ細やかな支援を行っていく

必要があるため、支援について検討して

いく。 

 引き続き事業の周知を図るとともに、

関係課との連携により、対象者を把握

し、母子・父子家庭の負担軽減に努める。 

 

【令和７年度の重点施策】③ 

 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（5）青少年健全育成 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

青少年健全育成啓発事業参加人数 

 

184人 136人 169人 112人 107人 200人 230人 

青少年問題協議会専門委員会

委員以外に参加していた市民

団体の人たちが、高齢化等を理

由にやめた人がいることから、

啓発の参加者が減少したこと

が考えられる。【Ⅳ】 

年度内に青少年健全育成街

頭啓発活動に参加した青少

年問題協議会専門委員会委

員、市内中学生の延べ人数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①青少年の社会参加の促進 【重点】 ①20 歳を対象として「二十歳のつどい」を開催

した。開催にあたっては対象者による実行委員

会形式で企画・運営を行い、大人としての自覚

と責任を認識する機会とするとともに、社会参

加への促進を図った。 

また、岩倉総合高校の生徒作品を市民文化祭

の美術展に出展してもらったり、市民体育祭・

市民健康マラソンのポスターに起用したりす

るなど、青少年が地域で活躍できる機会を創出

した。 

【主要施策Ｐ258】 

②青少年の健全育成を図るため、青少年問題協

議会や同専門委員会を開催し、関係機関相互の

①青少年が地域、社会で活躍できる機会

の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②調査結果を関係機関で共有すること

により、健全な地域づくりにつなげる。 

内容 青少年の豊かな人間性を育むとともに、次代を担う人材の成長を促すため、年齢や成長段

階に応じた居場所や活躍の機会の充実を図り、地域や社会活動への参加促進を図ります。 

個別施策：②非行活動防止・健全な地域環境づくりの推進 

内容 学校、地域、青少年問題協議会専門委員会等の関係機関と連携して、青少年の非行防止や

インターネットトラブルなどの犯罪に巻き込まれないために、社会情勢の変化に応じた啓発や

パトロール活動、相談窓口の PRなどを通じて、健全な地域環境づくりを推進します。 

主要事業 

◆青少年健全育成啓発事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（２） 
D 

（Ⅳ） 



 

 

情報共有に取り組んだ。また専門委員会の活動

として、青少年非行・被害防止や家庭の日の街

頭啓発活動を年３回、市民盆おどり会場でのパ

トロールを２日間実施し、健全な地域環境づく

りに取り組んだ。街頭啓発には市内中学生ボラ

ンティアも参加し、効果的な啓発活動につなげ

ることができた。 

 「青少年に関する生活実態調査」については、

市内中学２年生を対象にタブレットで回答し

てもらい、当該年度の生徒の状況を把握するこ

とができた。報告書を学校や関係団体等に配付

し、情報の共有化を図ることにより青少年の健

全育成への意識向上に取り組んだ。 

【主要施策Ｐ257】 

 効果的な啓発活動について、検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【７年度の重点施策】① 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

  



 

 

第 5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和 6年度実施施策） 
 

第 1章 健やかでいつまでも安心して暮らせるまち  基本施策 9 学校教育 主担当課 学校教育課 責任者 酒井 寿 
 

施策がめざす 

将来の姿 

●児童生徒一人ひとりが、家庭・学校・地域の中で個性を尊重され、自らの手で未来を切り拓き、心豊かにたくましく育っています。 

●快適な教育環境の中で、児童生徒が安全で安心な学校生活を楽しんでいます。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

小中学校の教育活動が充実していると

感じている市民の割合 

 
81.8％

（H30） - - 84.2％ - 85.0％ 88.0％ 

令和３年度以降は、児童生徒１

人１台タブレット端末導入等

ＩＣＴ環境の向上により教育

環境が充実したため、割合が増

加したものと推測する。 

市民意向調査 

 

単位施策：（１）教育内容の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

子どもが学校生活を楽しんでいると思って

いる保護者の割合 

 93.0% 93.1% 92.4％ 91.1％ 92.0％ 95.0％ 96.0％ 

令和元年度以降は、コロナ禍や

社会情勢（戦争、災害、不景気

等）などの影響により減少傾向

にあったが、令和６年度は少し

改善がみられた。【Ⅳ】 

保護者アンケート 

将来の夢や目標を持っている児童生徒の

割合 

 
小学生 

79.6% 

小学生 

８０．１% 

小学生 

75.5% 

小学生 

75.6% 

小学生 

77.8% 

小学生 

87.0％ 

小学生 

87.5％ 

令和元年度以降は、コロナ禍や

社会情勢（戦争、災害、不景気

等）などの影響により減少傾向

にあったが、令和６年度は少し

改善がみられた。【Ⅳ】 

全国学力・学習状況調査 

中学生 

70.4% 

中学生 

６４.５% 

中学生 

65.4% 

中学生 

60.4% 

中学生 

64.4% 

中学生 

71.0％ 

中学生 

72.0％ 

令和元年度以降は、コロナ禍や

社会情勢（戦争、災害、不景気

等）などの影響により減少傾向

にあったが、令和６年度は少し

改善がみられた。【Ⅳ】 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①計画的な教育行政の推進 【重点】 ①７月に開催した教育振興基本計画評価部会

では、「魅力ある学びづくり支援事業」におい

て、海外の人材を結びつけるような仕掛けの予

算化や、岩倉市の特色と学校ごとの特色が結び

付けば、コミュニティ・スクールへと繋がり、

岩倉らしい先進的な取組になるのではないか

①第２期教育振興基本計画（令和９年度

～令和 18 年度）の策定に向けて、国・

県の最新の教育振興基本計画に合わせ

て、ウェルビーイング、教育デジタルト

ランスフォーメーション等の新たな要

素を踏まえる必要がある。 

内容 教育大綱を踏まえて策定した教育振興基本計画の基本理念である「人がまちをつくり、まち

が人を育む」を合言葉に、学校をはじめ、家庭、地域、行政等すべての主体が連携しながら、教

育振興基本計画の基本目標を共有し、その達成に向けた取組を推進します。また、総合教育会

議においては、市長と教育委員会で市の教育課題や将来ビジョン等を共有し、連携して効果的

に教育関係施策を推進するため協議・調整を図ります。 



 

 

個別施策：②特色ある教育の推進  との意見を始め、施策ごとに様々な意見をいた

だいた。総合教育会議では、中学校部活動の地

域連携等について現状や課題等の進捗状況を

報告するとともに、市長と教育委員が自由に意

見交換を行い、協議・調整を図った。 

【主要施策Ｐ227】 

②外国にルーツをもつ児童生徒の日本語指導

には、県費加配職員のほか市費非常勤講師とし

てブラジル人講師２人と指導補助を行うフィ

リピン人講師１人を配置し、来日後、間もない

児童生徒を対象に、学校生活適応指導教室にお

いて、学校生活に適応できるよう日本語指導を

中心に日本の文化や学校のきまり等について

指導を行い、短期間で通常の授業に参加するこ

とができるようにした。 

 また、学校の主体性や独自性を大切にする

「魅力ある学びづくり支援事業」として、経験

を通して生きる力を育むため、外部講師の招へ

いや体験的活動に取り組むなど、地域との交流

を図り、柔軟に創意工夫に富んだ特色ある教育

活動を行うことができた。 

 ＩＣＴ教育では、令和６年９月に学校ＩＣＴ

環境の再整備を行い、コンピュータ教室を廃止

する一方で、プロジェクターを教室毎に１台設

置、教師用１人１台タブレットは児童生徒と同

型の機種であるⅰＰａｄを導入、導入するソフ

トや周辺機器の選択、授業効果を高めるＩＣＴ

支援員の継続などＩＣＴ教育の更なる向上を

図った。 

【主要施策Ｐ239,243,250,256】 

③市教育研究会を中心に授業力向上を図るた

めの教育研修のあり方を研究し、より有効な研

修を実施することで、教員の指導力の向上を図

った。また、令和６年度からは、教員経験が豊

富で授業の設計・方法や児童生徒の指導に長け

た「授業デザインアドバイザー」を雇用し、学

校に拠点を置き、特に経験年数の浅い教員に対

して、授業デザインのコーディネートをし、本

市の教育の底上げを図った。 

【主要施策Ｐ239,240】 

④令和６年度から両中学校に設置した支援室

では、教室に足が向かない生徒が安心していら

れる場を提供した。また、スクールソーシャル

ワーカーを１名増員し、スクールカウンセラ

ー、各校に配置する子どもと親の相談員による

相談支援に加え、教育支援センター「おおくす」

 

 

 

 

 

 

②ＩＣＴ教育では、ＧＩＧＡスクール 

構想の実現に向けて、令和３年２月に児

童生徒用１人１台タブレット端末を導

入したが、整備から５年経過するため、

タブレット端末及びソフトウェアのラ

イセンス更新を行う。 

外国にルーツをもつ児童生徒の日本

語指導では、ブラジル語圏以外の転入増

に合わせて、多言語対応をしていくため

の取組が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③市教育研究会を中心に授業力向上 

を図るための教育研修のあり方を研究

し、より有効な研修を実施することで、

教員の指導力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

④不登校対応として、令和７年度から 

は、支援室を校内教育支援センターへと

名称を変更し、教育支援センター「おお

くす」に新たに配置する指導員２人をお

おくすでの支援に加えて、随時学校へ派

遣し不登校の児童生徒への学びの支援

内容 児童生徒一人ひとりの個性や習熟度に合わせた指導を進めるため、少人数授業やティーム

ティーチングをはじめ、支援が必要な児童生徒や日本語教育が必要な児童生徒に、きめ細や

かな指導体制を充実し、基礎学力の定着や児童生徒が自ら学ぶ意欲の向上に努めます。 

また、学校の自主性、自律性を保障する中で、学校ごとに地域の特性を生かした特色のある

教育・学校づくりを進めます。さらに、ICT 環境については、子どもたちが自分の学び方に合

った方法を選択し、それぞれの理解の速さや深さに応じて主体的に取り組める環境づくりに

努めます。 

個別施策：③教員の指導力向上 

内容 教員としてより豊かな人間性の形成や指導力・専門性を向上するため、市内小中学校が連

携を図りながら、質の高い学びを確保するための授業の在り方について研究を進めるととも

に、経験・職能に応じた教員研修の充実に努めます。 

個別施策：④児童虐待やいじめ・不登校等への対応 

内容 家庭・学校・地域が連携し、児童虐待やいじめ・不登校などの未然防止や早期発見、早期解

決を図るため、児童相談所等関係機関との連携及び情報共有を徹底します。学校等において

は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、子どもと親の相談員の配置、適応指

導教室などの教育相談の充実を図り、児童生徒や保護者が気軽に相談できる体制を強化しま

す。 

主要事業 

◆教育振興基本計画推進事業 

◆情報教育推進事業 

◆非常勤講師配置事業（少人数授業等非

常勤講師、中学校重点教科非常勤講

師、特別支援教育支援員、日本語教育

指導員、日本語教育支援員） 

◆魅力ある学びづくり支援事業 

◆子どもと親の相談員、スクールソーシャ

ルワーカー等設置事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

C 
（Ⅳ） 



 

 

では、個々の状況に応じて、様々な学習活動を

支援し、子どもたちの学びを支えた。「おおく

す」については、令和６年度から適応指導教室

から教育支援センターへと名称を変更し、学校

復帰だけでなく社会的自立に向けた力を身に

付けられるような支援を行った。令和６年４月

に児童生徒の保護者に配付した「学校が苦手な

児童生徒の保護者の方へ」には、市内の相談窓

口やおおくす、校内教育支援ルームの案内等を

はじめ、県内のフリースクール一覧や、子ども

に関する困りごとの相談窓口に繋がる二次元

コードを掲載した。今後、必要に応じて見直し

を図るほか、令和６年度は保護者向けの校内教

育支援センター案内文書の作成に向けた検討

を進めるなど、引き続き支援につながる情報提

供の充実を図っていく。  

【主要施策Ｐ230,231,242】 

を行っていく。 

【令和７年度の重点施策】② 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（２）安全・快適な教育環境の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

教育活動における地域等人材の活用件数 

 
196件 111件 161件 142件 144件 200件 220件 

コロナ禍の影響で減少してき

たが、回復傾向にある。【Ⅳ】 

市内小中学校において、年

度内に教育活動に参加した

地域等人材の延べ人数 

安心して学べる環境づくりに努めていると

思う保護者の割合 

 89.9% 89.8% 90.9% 90.1% 90.5% 90.0% 91.0% 

トイレ改修等が遅れている一

部の学校の影響がある反面、学

校ＩＣＴ環境の向上等の影響

もあり横ばいの状況である。

【Ⅰ】 

保護者アンケート 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①人や環境にやさしく安全な教育環境づくり 【重点】 ①全小中学校の校舎、屋内運動場等のすべて 

の施設の照明のＬＥＤ化を実施した。小中学校

の屋内運動場等では、昨今の猛暑から児童・生

徒を守るためにも、屋内運動場７施設、武道場

２施設に空調設備を令和７年度に導入するた

めの実施設計を行い、関係機関との協議を重ね

て、予算化、契約準備等を実施した。 

①小中学校の屋内運動場等への空調 

設備設置に向けて関係者と調整しなが

ら、猛暑対策としてできるだけ早く工事

の完了を目指していく。集中工事期間に

おける、学校部活動や行事、学校開放で

使用する団体等とのスケジュール調整

を行い、併せて市民周知を行っていく。 

内容 児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、学校施設の照明器具や窓ガラスな

どの非構造部材の耐震化を進めるとともに、バリアフリー化や緑化、照明器具のLED化など、

人や環境に配慮した学校施設の整備、適切な維持管理を計画的に進め、安全で快適な教育環

境づくりに努めます。また、地域の協力を得ながら登下校時の見守りボランティアなど校内外

での児童生徒の安全の向上に努めるとともに、安全教育や通学路の安全対策を推進します。 

個別施策：②学校施設の再整備  



 

 

内容 近い将来見込まれる校舎や屋内運動場の再整備に向けて検討を進めます。また、少子化等

の人口構造の変化をはじめ、教育内容・教育方法等の変化、社会状況等に対応して学校規模

の適正化を図るために、再整備にあたっては、児童生徒の推移に考慮しながら、児童生徒・保

護者・地域の意見を踏まえて検討を進めます。 

【主要施策Ｐ158,246,247】 

②南部中学校南館では、「岩倉市学校施設長寿

命化計画」に基づき、令和５年度の北館に引き

続き、トイレの洋式化・乾式化を中心に給排水・

衛生設備等改修工事を実施し、教育環境の整備

を進めた。 

【主要施策Ｐ253】 

③岩倉中学校区の各小中学校（北小、南小、 

五小、岩中）では、学校運営協議会を定期的に

開催し、校長が作成する学校運営の基本方針等

を承認したり、学校運営について校長に意見を

言うなど協議する場として開催した。 

南部中学校区の各小中学校（東小、曽野小、

南部中）においては、コミュニティ・スクール

の導入に向けた準備委員会を設置し、学習会や

役割分担、実働組織の検討など、コミュニティ・

スクールアドバイザーの支援を受けながら開

催した。 

また、岩倉中学校区の各小中学校（北小、南

小、五小、岩中）において、地域学校協働活動

推進事業を開始し、「学校を核とした地域づく

り」の推進に向けて取り組んだ。 

地域連携コーディネーターを委嘱し、各学校

で必要な事業を検討し、地域の人とともに学校

内の除草作業、家庭科授業の支援等を行った。

また、地域連携コーディネーター、担当教職員、

教育委員会担当者で、定期的に打ち合わせを行

い、各学校の取組について情報共有を図った。

市民周知については、広報いわくらの特集で取

組内容の周知及び市民参加を呼びかけた。 

南部中学校区の各小中学校（東小、曽小、 

南部中）と、来年度に導入する予定の地域学校

協働活動推進事業について、地域連携コーディ

ネーターの活動環境の整備や事業についての

調整を行った。 

【主要施策Ｐ229,261】 

④岩倉市立の中学校における部活動のあり方

について必要な意見を求めるため、令和５年度

に設置した「岩倉市部活動検討懇談会」におい

て継続して、地域連携・地域移行に向けての検

討を行った。部活動検討懇談会では、小中学生、

教員、地域団体など関係者へのアンケートの調

査結果や部活動の現状等を踏まえて、本市の実

情にあわせた議論を進めてきた。令和６年２月

策定した「中学校部活動の地域連携・地域移行

 

②岩倉南小学校西館及び南館では、 

大規模改修に向けて、学校関係者等の要

望を聞きながら、工事内容の検討を行っ

ていく。 

 

 

③市内全ての小中学校に導入された 

コミュニティ・スクールでは、学校運営

協議会を定期的に開催し、地域と一体と

なって特色ある学校づくりを進めてい

くための話し合いを行っていくととも

に、様々な学校活動や地域活動を協働し

て取り組んでいく。        

また、新たに南部中学校区を含めた市

内小中学校全校に地域連携コーディネ

ーターを配置し、地域人材の発掘に努め

るとともに、地域学校協働活動の運営に

取り組んでいく。コミュニティ・スクー

ルについてさらなる市民周知を図って

いく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④令和６年２月に定めた「岩倉市におけ

る中学校部活動の地域連携・地域移行推

進計画」を推進していき、進捗にあわせ

て随時、改訂していく必要がある。また、

受け入れ団体や外部指導員として、部活

動指導員や指導サポーターを確保して

いく必要がある。 

【令和７年度の重点施策】① 

個別施策：③地域とともにある学校運営の推進 

内容 地域に密着した学校運営による地域ぐるみの教育を進めるために、保護者や地域に対して

積極的に情報を発信していくとともに、授業参観や学校公開、学校施設の地域開放を進めま

す。また、学校が家庭や地域と連携し一体となって児童生徒の健やかな成長を図るため、学校

評議員制度の継続・充実を進めるとともに、保護者・地域住民が学校と連携して学校運営に参

画する学校運営協議会制度の導入に向けた検討を行います。 

個別施策：④家庭・地域との交流・連携活動の充実 

内容 家庭や地域の有機的な交流・連携による学校教育の充実や地域で学校を支える意識を高め

るため、地域の人材を活用した授業やクラブ活動、地域ぐるみの学校ボランティア活動などを

推進します。 

主要事業 

◆学校施設整備事業 

◆地域等人材活用事業 

◆学校評議員制度 

◆部活動サポーター事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

Ｂ 
（Ⅲ） 



 

 

推進計画」に基づき、部活動の指導者を、教員

から地域人材へと比重を移すことや、中学生の

活動の場を、学校教育から社会教育へと拡充し

ていくことを踏まえ外部指導員として、単独で

引率のできる教員経験者を部活動指導員とし

て新たに雇用し、顧問による技術指導が困難な

部活動に部活動サポーターを増員した。なお、

令和６年度からサッカー部と柔道部を合同部

活動として、部活動指導員を雇用して活動を開

始した。 

【主要施策Ｐ233,234】 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（3）教育支援の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

通級指導教室で指導が終了して退級した

児童の割合 

 

35.3% 30.0％ 14.0％ 14.1％ 15.1％ 40.0％ 45.0％ 

全体的に在籍児童数が増加し

ていることに加え、新たに南小

学校にひまわり教室が開設さ

れたことから、割合は減少して

いると推察される。一方で、全

小中学校に通級指導教室が開

設されたことにより、個に合っ

たきめ細やかな指導ができる

ようになったと考える。 

【Ⅳ】 

年度内に状況が改善し通級

指導教室を退級した児童の

割合（退級児童数÷在籍児

童数） 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①特別支援教育の充実 【重点】 ①発達障がいのある児童生徒の学習や学校 

生活の指導及び支援を行う特別支援教育支援

員を継続的に配置し、個々の能力や段階に対応

した支援を行うことにより、学級運営を円滑に

行えるよう教育環境を整えた。岩倉南小学校に

新たにひまわり教室を開設し、市内全ての小中

学校に通級指導教室を設置することができ、障

がいの特性に応じた個別指導の充実を図った。

令和６年度から新たに市内小学校において、医

療的ケアが必要な児童が通学したことから、対

象校に看護師を派遣し、支援体制の充実を図っ

①今後も、医療的ケアが必要な児童の 

通学予定に伴い、対象校に看護師を派遣

し、支援体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 障がいのある児童生徒一人ひとりの発達状況や特性を把握し、児童生徒が持つ力をより高

めるため、個別指導の充実を図るとともに教職員全体の資質向上、さらには医療・福祉関係機

関との連携強化に努めます。また、特別支援教育支援員の適正な配置や施設整備等により、よ

り適切な指導に努めます。 

言語の発達に問題がある児童生徒に対する通級指導（ことばの教室）や発達障がいがある

児童生徒に対する通級指導（すずらん教室、そよかぜ教室、南風教室）の充実を図ります。 

個別施策：②家庭への支援  

内容 子育て支援を目的とした第 3子以降学校給食費の無償化を行うとともに、家庭の経済状況

により子どもの教育格差が生じないように、就学援助制度や奨学金制度等の周知を図り、保

護者の経済的負担の軽減や継続的な学習環境の支援に努めます。 



 

 

主要事業 

◆特別支援教育支援員配置事業 

◆通級指導教室事業 

◆第 3子以降学校給食費無償化事業 

◆就学援助事業 庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（１） 

C 

た。 

【主要施策Ｐ234,236,237,238,239】 

②第３子以降学校給食費無償化事業につい 

ては、「義務教育期間にある児童生徒が３人以

上いる世帯」から「18 歳未満の児童生徒が３人

以上いる世帯」とするなど拡大実施し、支援体

制の充実を図った。私立高等学校の授業料補助

については、公立高等学校授業料との負担の格

差を是正するため、引き続き補助を実施した。 

【主要施策Ｐ236,248,254,255】 

 

 

 

②奨学金給付事業については、一般財 

源による安定した実施等の要望がある。 

 

【令和７年度の重点施策】① 

（Ⅳ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（4）学校給食 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

県内産野菜の使用割合（重量ベース） 

 
38.6% 40.１９％ ４０．84％ 35.94％ 28.69% 43.0% 45.0% 

食材費の高騰や天候等の影響

により、給食に適した県内産野

菜が市場に出ていなければ納

入できないため。【Ⅲ】 

野菜（加工品を除く）の全体

使用量に対する愛知県産の

割合 

給食時間が楽しいと思う児童生徒の割合 

 82.6％

（H29） 
- - 92.1％ - 85.0% 87.0% 

（アンケートは３年に一度実

施）黙食が緩和され、児童生徒

の給食時間の状況から楽しい

と思う割合は増えている。【Ⅰ】 

学校給食アンケート 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①安全でおいしい魅力ある学校給食の提供 【重点】 ①物資購入選定委員会で、安全で良質な給食用

食材の選定に努めるとともに、委託業者ととも

に施設の衛生管理、適切な維持管理に努め、安

全安心な学校給食を提供した。 

ホームページに、毎月の献立表やアレルギー

資料を掲載するとともにアレルギー対応とし

て、乳及び卵の除去食を提供した。 

学校給食の献立には、セレクト給食（各学

期）、行事食（随時）等を取り入れた。 

味付けのりのパッケージイラストと「岩倉市

のカルシウムたっぷりメニュー」として、カル

シウムがとれる岩倉市ならではのメニューの

アイデアを児童生徒から募集し、「ゆめミール

の特別メニュー」を実施し、おいしい魅力ある

学校給食を提供した。 

①地元産の食材を使用するなど、魅力あ

る献立として「ゆめミールの特別メニュ

ー」を実施する。 

 令和７年度も、食器の更新をするが、

い～わくんをデザインしたものを取り

入れていく。 

 物価高騰により、学校給食においても

食材価格が高騰しているため、給食費の

金額内で食材を選定し、栄養価を保つ献

立を作成することが難しくなっている。 

 質の高い給食の提供のため、ふるさと

いわくら応援寄附金の活用事業として、

「学校給食の応援」という項目等を追加

し、寄付をお寄せいただき、基金に積み

立て計画的な執行をしていく。 

内容 児童生徒の健康の増進及び健全な発育を促すために、安全で良質な給食用食材の選定や

施設等の徹底した衛生管理、適切な維持管理により安全・安心な学校給食を提供します。ま

た、食物アレルギーへの対応やセレクト給食等多彩な献立による、おいしい魅力ある学校給食

の充実を図ります。 

個別施策：②学校における食育の充実 

内容 児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけるとともに、栄養バランス

のとれた食事、食事マナーの向上を図るために、栄養教諭等による児童生徒への食に関する

指導や保護者への啓発を行い、学校給食を通した食育の推進に努めます。また、学校給食にお

いて地産地消を進めるとともに、食の情報発信を積極的に行います。 

主要事業 

◆学校給食センター管理運営事業 

◆多彩な献立提供 

◆学校における食指導 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 
（2） 

B 
（Ⅱ） 



 

 

令和６年７月末に学校給食調理・配送等の業

務委託が終了することに伴い、令和６年８月か

ら令和 11 年７月までの次期委託先事業者と契

約を締結した。 

令和５年度から順次、４種類の食器を更新す

ることになっているが、５年度の飯椀に引き続

き、６年度はい～わくんをデザインした汁椀を

取り入れ、学校給食を親しみやすいものとし

た。 

【主要施策Ｐ283,284,285,286】 

②栄養教諭が児童生徒に対して、全小中学校の

給食時間に学年に応じた食指導を実施した。各

学年の学習内容に関連させた内容で、野菜に関

することや地産地消についての指導を行った。

毎月発行している献立表のひとことメモを通

じて保護者への食育の啓発を行った。 

提供した学校給食の写真及び自宅で作れる

簡単レシピをホームページで公開し、情報発信

を行った。 

地産地消を進めるため、市内産や県内産の食

材を使用するよう努めた。 

ふれあい給食会では、市内の生産者の代表等

を招いて、児童と一緒に学校給食を会食し、学

校給食の理解と関心を高めていただくことが

できた。また、野菜の納入時に市内の生産者か

ら、野菜の生育状況等の情報収集に努めた。 

【主要施策Ｐ283,285】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②野菜の入荷は、天候等の影響を受ける

が、市内産を含めた県内産野菜の使用を

推進する。 

ふれあい給食会の実施など、市内の生

産者が給食について理解を深める機会

を設ける。 

 

【令和７年度の重点施策】① 

 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

  



 

 

第 5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和 6年度実施施策） 
 

第 1章 健やかでいつまでも安心して暮らせるまち  基本施策 10 生涯学習 主担当課 生涯学習課 責任者 中野 高歳 
 

施策がめざす 

将来の姿 

●市民一人ひとりが、それぞれのライフステージに応じた多様な学習活動を行い、地域の中で豊かに暮らしています。 

●本を読む市民が増え、図書館は学びの場・地域の情報拠点として親しまれています。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

生涯学習に取り組む市民の割合 

 
22.4％

（H30） - 16.4% - 19.0% ２５.0% ３０.0% 

生涯学習サークル等への公

共施設利用の支援や生涯学習

センターでの講座実施など、生

涯学習活動をしやすい環境づ

くりに取り組むことで、実績値

が回復していると考えられる。 

市民アンケート 

１年以内に図書館を利用したことがあ

る市民の割合 

 

27.1％

（R2） - 26.9％ - 28.4% 30.0％ 33.0％ 

イベント等の開催の周知や

講座などの充実を図っている

ことから、現状値が若干上昇

し、目標数値に近づいている。 

市民アンケート 

 

単位施策：（１）生涯学習の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

生涯学習の場やメニューの内容・数に満足

している市民の割合 

 

92.4％

（R2） 
- - ８６.５％ - 93.0％ 93.5％ 

調査未実施だが、生涯学習講座

の開催数は多く、内容も充実し

ていることから、目標値に近づ

いていると考えられる。【Ⅲ】 

市民意向調査 

生涯学習センター利用件数 

 

7,115件 6,510件 7,160件 ７，２６６件 7,209件 8,500件 9,000件 

利用件数は現状値より増加し

ているが、生涯学習センターサ

ークルをはじめ活動している

団体が、高齢化などの理由で、

会員が減少したり、指導者が活

動をやめたりしたことで、サー

クルや団体の定例活動が縮小

ぎみであったり、解散している

ことが響いている。【Ⅱ】 

年度内に貸出室を利用した

延べ利用件数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①生涯学習の普及・啓発     ①生涯学習センターフェスティバルでは、サー 

クル団体が活動成果の発表・展示を行いつつ、

サークル同士の交流を行いながら、生涯学習の

①生涯学習の必要性・重要性を周知する

ため、生涯学習センターフェスティバル

等、効果的な情報発信に取り組んでい
内容 生涯学習の必要性・重要性を広く市民に周知するため、広報紙やホームページ、SNS など

多様な媒体を活用し、生涯学習に関する情報を集約して市民にわかりやすく発信するほか、生



 

 

涯学習センターフェスティバル等のイベントを通じた効果的な情報発信に努めます。 普及・啓発に取り組んだ。 

生涯学習講座の全講座の募集について、「生

涯学習へのご案内」を前期・後期に作成して広

報紙と同時配布した。講座の内容について生涯

学習センターのホームページに掲載するほか、

愛知県生涯学習推進センターの「学びネットあ

いち」に生涯学習センターへのリンクをはり、

生涯学習に関する情報の発信に取り組んだ。ま

た、ほっと情報メールや LINEでの発信、センタ

ー内や駅地下道の掲示で周知した。 

【主要施策Ｐ274～277】 

②市民の多様なニーズに対応し、教養講座や趣

味の講座、市民が企画委員となり企画したシニ

ア大学・熟年者さわやかセミナー、大学連携講

座、市民自らが講師となる「学びの郷」、また地

区の公会堂を活用した「地域講座」を開催し、

講座の充実に努めた。特別講座では、会場とオ

ンラインのハイブリッド講座を開催し、講座に

参加しやすい環境を整えた。 

【主要施策Ｐ275】 

③指定管理者による適切な施設の管理・運営に

努めた。また、利用者会議や利用者アンケート

を実施し、子供ルームの遊具のための消毒薬の

設置や生涯学習講座の申込方法の変更など、施

設利用や運営の改善につなげた。          

【主要施策Ｐ274】 

④生涯学習センターで定例活動している団体

を生涯学習サークルとして登録し、施設使用料

の減免や部屋の早期予約などができるように

して、サークル活動を支援した。要綱を変更し、

生涯学習サークルの登録要件を市内在住者ま

たは在勤者の人数を 10 人以上から 7 人以上と

し、新規登録や活動継続をしやすくした。また、

「生涯学習サークル等との意見交換会」を開催

し、意見交換を行うことで、サークル活動の活

性化を図った。その他、会員募集の記事を広報

紙に掲載し、活動の支援に努めた。                  

 令和６年度から、市の施策の推進を目的とす

る生涯学習講座「市役所連携講座」を生涯学習

センターの指定管理者と市の担当課との共催

で実施し、学びを通して市民が地域や社会の課

題解決の担い手となれるよう取り組んだ。 

【主要施策Ｐ275】 

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②受講者の増加を目指し受講しやすい

環境を整えるために、オンライン講座を

増やしていきたいが、受講料の徴収の検

討や、オンライン環境の構築が外部に委

託をしなければできないことなどが課

題である。 

身近な公共施設を活用した地域講座

を開催していく。 

 

③利用者会議や利用者アンケートなど

による意見を踏まえ、市民が安全に安心

して利用できる環境づくりに取り組ん

でいく。 

 

 

④新たに「サークル活動体験講座」を実

施し、新規会員を増やすため、会費無料

で一定期間、サークル活動を体験できる

事業を一部のサークルから実施する。 

 市役所連携講座の参加者が受講を通

して地域活動に発展できるような方法

について、検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【７年度の重点施策】② 

個別施策：②市民ニーズに応じた生涯学習講座の充実  

内容 多様化、高度化する市民ニーズの把握に努め、市民による自主企画講座や高校・大学などと

連携した講座、既存の公共施設を有効活用した身近な場やオンラインでの講座の実施など、講

座内容・学習機会の充実を図ります。 

個別施策：③生涯学習環境の充実  

内容 本市の生涯学習活動の拠点である生涯学習センターにおいて、指定管理者の運営のもと、

多様な世代を含む幅広い市民が利用しやすい環境の充実に努めます。 

個別施策：④自主的な生涯学習のサポート体制の充実 【重点】 

内容 市民の生涯学習活動を創出、活性化するため、生涯学習サークル登録制度の適正な運用を

図るとともに、サークル活動の発表や相互交流の場の創出に努めるなど、自主的なサークル・

団体の育成・支援を図ります。また、生涯学習講座などで得た知識や技能等を地域づくり等の

活動に生かせるよう市民の社会参加への支援に努めます。 

主要事業 

◆妊婦・産後健康診査 

◆妊婦・産婦電話相談支援、産婦・乳児訪

問指導 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（2） 

B 
（Ⅱ） 



 

 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（２）図書館の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

児童向け図書の貸出数（絵本・紙芝居を含

む 99,896

点 

10８,5６０

点 

102,821

点 

９７,９８４ 

点 

90,97０ 

点 

1１０,000 

点 

1２0,000

点 

令和６年度は感染症も終息し、

余暇活動も多様化したため、さ

らに減少したと思われる。【Ⅳ】 
児童書、絵本、紙芝居の貸出

冊数の合計 

市民一人当たりの蔵書数 

 

3.6冊 3.6冊 3.５冊 3.5冊 3.5冊 3.6冊 3.6冊 

除籍冊数が増え、書籍の価格上

昇により、購入冊数が抑えられ

たため。【Ⅲ】 

※蔵書数÷人口 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①図書館資料の充実 ①リクエスト本への対応など図書の充実に努め

ることができた。大型紙芝作成実行委員会によ

りクイズ形式による大型紙芝居作品「これなあ

に？」が１作品作成された。 

【主要施策Ｐ262】 

②保健センターでのブックスタートを４か月児

健康診査時に開催し、同時に図書館利用につい

て周知し、利用券を発行した。 

移動プラネタリウムの上演会を昨年度と対象

年齢層を変えて開催した。各種講座のうち、子

ども科学実験講座、おりがみ講座、赤ちゃん読

み聞かせ講座、市内在住の絵本作家による読み

聞かせ講座は、親子参加の講座で、効果があっ

た。各種講座でのアンケートを実施し、内容に

ついてはどの講座も好評だった。関連本の貸し

出し効果もあった。人形劇フェスティバルを開

催し、多くの来館があった。 

【主要施策Ｐ262～263】 

③電子情報システムの更新により、スマホ画面

での館外利用券表示機能など、図書館の機能向

上を図ることができた。拡大読書器について、

再周知し、1 階閲覧コーナーの充実を図った。 

能力向上を目指した研修やレファレンスサービ

①蔵書について、市民ニーズを踏ま 

え、岩倉市図書館としてのさらに地域

性を重視した郷土史料については、近

隣自治体の動向を踏まえながら研究

し、充実に努める。 

②幅広い年齢層へ図書館利用を推進 

し、さらに効果的な本に親しむイベン

トや講座を充実させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③時代に即した図書館資料の充実を 

図り、利用者に必要な情報提供やレフ

ァレンスサービスの向上に努める。 

 

 

内容 市民の読書活動を推進するために、市民が求める図書の充実に努めるとともに、インターネ

ットを介したサービスの拡充による利便性の向上を推進し、図書館を学びの場・地域の情報拠

点とします。 

個別施策：②子どもの読書活動の推進 

内容 おはなし会や子ども向けイベント等を充実し、子どもが本に親しむ機会を創出します。また、

小中学校、児童館、保育園、市民ボランティア等と連携して子どもの読書活動を推進します。 

個別施策：③利用しやすい図書館づくり 【重点】  

内容 図書館を市民の学びの場・地域の情報拠点とするために、図書館の基本的機能である資料

の収集、整理、保存、提供の充実を図るとともに、資料やその利用方法についての情報提供を

積極的に行います。 

レファレンスサービスについて積極的に周知するとともに、職員の技術向上とサービスの充

実をめざします。 

主要事業 

◆子どもの読書活動推進事業 

◆図書館電子情報システム運用管理事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（2） 

C 
（Ⅲ） 



 

 

ス、地域資料に関する研修を開催し、職員の資

質、サービスの向上に努めた。 

【主要施策Ｐ264】 

 

 

【令和７年度の重点施策】② 

 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

  



 

 

第 5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和 6年度実施施策） 
 

第 1章 健やかでいつまでも安心して暮らせるまち  基本施策 11 市民文化活動 主担当課 生涯学習課 責任者 中野 高歳 
 

施策がめざす 

将来の姿 

●生涯学習センターなどの身近な場で、文化・芸術活動が活発に行われ、市民団体や市民が様々なつながりを生かしながら、自主的な活動を発展さ

せています。 

●市民の多くが音楽をはじめとする多様な文化・芸術に気軽に親しみ、住むことを誇りに思えるまちになっています。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

文化・芸術の振興や市民文化活動が活

発に行われていると思う市民の割合 

 
84.0％

（H30） - - 85.5％ - 86.0％ 88.0％ 

文化・芸術に関するイベント

が、確実に実施されており、市

民の文化活動に関する発表機

会も増えてきていると考えら

れる。 

市民意向調査 

 

単位施策：（１）文化・芸術の振興 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

市民文化祭市民展出品者数 

 
442人 401人 369人 ４７２人 453人 450人 450人 

前年度より減少したが、サーク

ル・市民団体が継続的に活動さ

れており、市民展にも積極的に

出品されて、目標値は超えてい

る【Ⅰ】 

市民展に出品した延べ人数

（特別出品除く） 

文化協会加入者数 

 
438人 643人 571人 ６３７人 618人 600人 600人 

民謡、茶華道、焼き物の団体の

合計４団体が退会され、加入者

数が減少したが、目標値は超え

ている。【Ⅰ】 

文化協会に加入している人

数（各年度４月１日現在） 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①文化・芸術の振興 ①市民の文化・芸術意識の高揚を図るため、 

文化講演会を開催し、ロックバンドのゴダイゴ

のボーカル、タケカワユキヒデ氏を招いて、子

どもの頃から好きだった漫画などのポップカ

ルチャーが自分の音楽にどう影響したのかを

紹介し、市民に多様な文化との付き合い方を提

案することができた。 

 セントラル愛知交響楽団による岩倉ポップ

スコンサートで親しみやすい曲による質の高

い演奏を提供した。ジュニアオーケストラ定期

①文化講演会や市民芸術劇場等を通し 

て市民に質の高い文化・芸術にふれる機

会を提供していく。 

 参加者層の固定化（高齢女性）傾向が

あるため、多世代、若い世代等の参加を

促す。 

 

 

 

 

内容 文化・芸術意識の高揚を図るため、身近な施設で質の高い鑑賞・観覧機会を設ける等、市民

が多様な文化・芸術にふれる機会の充実を図ります。 

個別施策：②市民の文化・芸術活動への支援 【重点】  

内容 市民の自主的な文化・芸術活動を活性化するため、創作・発表の機会の充実を図るととも

に、運営・財政両面の支援を継続し、団体の育成と自主的な活動の活性化に努めます。 

個別施策：③文化協会等への活動支援  

内容 文化協会が今後とも市民の手による文化活動推進の担い手となるよう、活動の活性化につ

ながる情報の提供や若い世代で活動している新規団体の加入促進など、組織の自立と拡大の

ための支援に努めます。 



 

 

主要事業 

◆文化講演会・市民芸術劇場 

◆市民文化祭・市民音楽祭 

◆まちづくり文化振興事業助成事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（２） 

B 

演奏会では、ＯＧのプロのトランペット奏者と

の共演による演奏を提供した。またセントラル

愛知交響楽団の定期演奏会の運営を補助して、

パートナーシップを維持し、市民の皆さんにク

ラシック音楽を提供することができた。 

 小さなお子さんとその家族や妊婦さんを対

象にしたマタニティ＆キッズコンサートにお

いて、日頃なかなか生の演奏を聴くことができ

ない人にセントラル愛知交響楽団員による弦

楽器等の楽しい演奏を聴く機会を提供するこ

とができた。 

音楽鑑賞事業として岩倉中学校、南部中学校

の２校で、セントラル愛知交響楽団によるコン

サートを開催し、生徒の指揮者体験や音楽系部

活動の部員との共演もあり、子どもたちに質の

高い音楽鑑賞の機会の提供と演奏する楽しさ

を体験することができた。 

市役所１階ミニステージで開催するロビー

コンサートでは、土・日曜日にプロやセミプロ

の演奏者による様々な特色のあるコンサート

を年 10 回行い、気軽に音楽鑑賞できる機会を 

を提供した。 

【主要施策Ｐ265,267～268,269】 

②市民文化祭、市民音楽祭、市民茶会を開催 

し、市民の文化活動の発表機会を創出するとと

もに、市民の創作意欲の向上を図った。 

美術展においては、表彰式を開催して優秀な

作品を部門ごとに市長賞・美術展賞として表彰

し、出品意識の向上につなげた。 

文化・芸術活動をしている団体を社会教育関

係団体や生涯学習サークルとして登録し、施設

使用料の減免や活動場所の早期予約など財政・

運営面で支援し、活動の活性化につなげた。要

綱を変更し、社会教育関係団体や生涯学習サー

クルの登録要件について、市内在住・在勤者の

人数を 10 人以上から 7 人以上とし、新規登録

や活動継続をしやすくした。 

生涯学習センターフェスティバルを実施し、

生涯学習サークルの作品展示やワークショッ

プを通して文化活動の発表の機会を創出し、市

民参加者に対して文化活動への関心を高める

ことができた。 

市役所２階市民ギャラリーや生涯学習セン

ターギャラリーを個人や市民団体に作品を展

示する場として提供し、広く市民に見てもらう

ことで、作品づくりの励みにしてもらうことが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②文化・芸術活動団体を財政・運営面で 

継続的に支援するとともに、団体の自主

的な活動の活性化を図っていく。また、

障がいのある人の文化・芸術活動の支援

に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ⅰ） 



 

 

できた。 

市役所１階ミニステージにおいて、個人や団

体の音楽活動の発表の場として提供し、練習の

励みにしてもらうことができた。 

 文化活動をしている市民団体や障がい者団

体からの申請で、市や教育委員会の後援名義を

行うことで、開催するイベント等の支援を行っ

た。 

 まちづくり文化振興事業対象事業として、２

団体の補助を行い、近隣市町の団体とともに披

露したフラダンス発表会や参加者も演奏を楽

しむことができたプロの和太鼓集団による演

奏のイベントの開催をすることができ、文化・

芸術を楽しむ機会の創出や文化・芸術に取り組

んでいる団体の発表の機会を設けることがで

きた。 

【主要施策Ｐ259,265,266,274～275】 

③文化協会に対し育成補助金の交付や会員募 

集記事を広報紙に掲載した。 

文化協会主催の事業にまちづくり文化振興

事業の補助を行い、団体の発表を支援した。 

文化協会、音楽連盟の事務局として会議をと

りまとめるなど運営面で支援した。 

【主要施策Ｐ257】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③文化協会をはじめ文化活動に取り組 

む市民団体に活動の場や発表の機会を

提供し、それを契機に若い世代の担い手

を取り込んでいく。 

 

 

【令和７年度の重点施策】② 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（２）音楽のあるまちづくりの推進 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

ジュニアオーケストラ団員数 

 
35人 ３１人 43人 ４１人 40人 40人 40人 

前年度より減少したが、目標値

に達しており、当該年度中の団

員増加に向けた取組について

も成果につなげることができ

た。【Ⅰ】 

ジュニアオーケストラ団員

数（各年度４月１日現在） 

ロビーコンサート来場者数 

 

591人 195人 631人 ７８７人 695人 700人 800人 

年 10 回の開催と特色のある演

奏を行うことができており、順

調に目標値に向かっている。

【Ⅰ】 

年度内に開催したロビーコ

ンサートに来場した延べ来

場者数 



 

 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①セントラル愛知交響楽団とのパートナーシップ維持・発展 ①セントラル愛知交響楽団に音楽文化普及事 

業を委託し、各種コンサート、中学校の音楽系

部活動の指導、中学校の音楽鑑賞事業を実施す

ることにより、音楽文化の普及に取り組んだ。 

 また、セントラル愛知交響楽団に市内公共施

設を練習場所として提供したり、本市で開催さ

れる定期演奏会の運営を補助したりするなど、

パートナーシップの維持に努めた。 

【主要施策Ｐ267】 

②ジュニアオーケストラ定期演奏会では、家族

やその他の来場者に演奏を聴いてもらい、団員

の練習意欲を向上させるとともに、練習や演奏

会を通した子どもたちの情操教育につなげた。 

 定期演奏会以外にも、岩倉駅コンサート、市

民音楽祭、市民ふれ愛まつりでのふれあいコン

サート、練習成果発表会で演奏した。令和６年

度からの取組として、セントラル愛知交響楽団

が演奏する岩倉ポップスコンサートにおいて、

希望する合奏クラスの団員が一曲、楽団員と一

緒に演奏することができ、団員の活動意欲を高

揚させることができた。豊田市のホールに赴

き、豊田市ジュニアオーケストラの定期演奏会

を鑑賞したことにより、同世代の好演に触発さ

れ、その後の活動に意欲的に取り組むことがで

きた。 

年２回の「演奏＆楽器体験会」の開催のほか、

市内小中学校の児童生徒にチラシを配付し、団

員増加に取り組んだ。 

市ホームページのジュニアオーケストラに

関するページについては、活動の内容を分かり

やすく更新し、団員の加入につなげるようにし

た。 

【主要施策Ｐ269】 

③セントラル愛知交響楽団に委託して、岩倉駅

コンサート、岩倉ポップスコンサート、マタニ

ティ＆キッズコンサートを実施した。 

 市役所１階ミニステージで開催するロビー

コンサートでは、土・日曜日にプロやセミプロ

の演奏者による様々な特色のあるコンサート

を年 10 回開催し、気軽に音楽鑑賞できる機会

を提供しつつ、音楽家への演奏機会の提供とし

ての役割も果たしている。 

 生涯学習センターで実施した生涯学習講座

の「Ｍｕｓｉｃ Ｌｅｃｔｕｒｅ 南米フォル

①セントラル愛知交響楽団と連携を深

め、パートナーシップを維持するととも

に、音楽文化普及事業を展開し音楽のあ

るまちづくりを進めていく。 

 

 

 

 

 

②ジュニアオーケストラの団員増加の

ための取組や団員の意欲向上のための

発表の機会を継続する。セントラル愛知

交響楽団が演奏する「岩倉ポップスコン

サート」において、有志団員が共演する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③曲目の選定など、多くの人に来場して 

もらえるコンサートに向けた企画をす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 セントラル愛知交響楽団とこれまで築き上げてきたパートナーシップの維持・発展に努め、

コンサートの開催や小中学生への音楽指導を通じた市民・音楽家・行政による音楽のあるまち

づくりを推進します。 

個別施策：②ジュニアオーケストラの運営 【重点】  

内容 音楽を通じた青少年育成のため、音楽のあるまちづくり事業の中心的な存在としてジュニ

アオーケストラの運営と各種コンサートへの出演等の活動を支援します。 

個別施策：③音楽鑑賞機会の充実   

内容 セントラル愛知交響楽団との連携により、ポップスコンサート、岩倉駅コンサート、マタニティ

コンサート等各種コンサートを実施するとともに、他の音楽家の協力を得て音楽を観賞する機

会の充実を図ります。 

主要事業 

◆音楽文化普及事業 

◆ジュニアオーケストラ運営事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（2） 

B 
（Ⅰ） 



 

 

クローレの世界」で、南米先住民の音楽とスペ

インの音楽とが混ざり合って生まれた民族音

楽の演奏とともにレクチャーをした。また、生

涯学習講座の名古屋芸術大学連携講座では、オ

ーケストラの常任指揮者を講師に迎え、ロマン

主義の音楽を紹介し、クラシック音楽の理解を

深め、音楽の教養を高める機会を提供した。 

【主要施策Ｐ267～268，275】 

 

 

 

 

 

 

 

【令和７年度の重点施策】② 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

  



 

 

第 5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和 6年度実施施策） 
 

第 1章 健やかでいつまでも安心して暮らせるまち  基本施策 12 文化財の保護・継承 主担当課 生涯学習課 責任者 中野 高歳 
 

施策がめざす 

将来の姿 

●貴重な文化財が守られ、後世に受け継がれています。 

●市民が地域固有の文化財や伝統文化、歴史に親しみ、自分たちの郷土として、このまちに愛着を感じ、誇りを持っています。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

遺跡・文化財の保護・活用に満足して

いる市民の割合 

 

85.4％

（H30） - - ８７．２％ - 86.0％ 88.0％ 

調査は未実施だが、遺跡発掘調

査における現地説明会の開催、

創建 400年を直前にした市指定

文化財である山車の大規模な

修繕の実施、山車のリーフレッ

トの作成等で、遺跡・文化財に

関する情報発信の機会も多か

ったことから、最終目標値に近

づいていると考えられる。 

市民意向調査 

 

単位施策：（１）文化財の保存と活用 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

指定文化財件数 

 
18件 １８件 18件 １８件 18件 19件 20件 

新しく指定できる文化財の情

報がなく増加には至らなかっ

た。【Ⅲ】 

岩倉市内にある国・県・市指

定文化財の件数 

文化財・収蔵品データベース化進捗状況 

 
47.0％ ５１．３％ 54.7％ ５８．０％ 62.9％ 62.0％ 77.0％ 

市民団体にデータベース化業

務を委託し、順調にデータベー

ス化を進めることができた。

【Ⅰ】 

文化財・収蔵品のうちデー

タベース化したものの割合

(データベース化した品数

÷文化財・収蔵品総数) 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①遺跡・文化財の保護・継承 【重点】 ①五条川小学校区統合保育園建設予定地の畑

田遺跡について、発掘調査および現地報告会を

実施し、埋蔵文化財への理解を深めることがで

きた。 

【主要施策Ｐ270】 

②岩倉民具研究会に委託して、郷土資料室に所

蔵している民具の整理作業、データベース化を

進めた。 

また、民俗資料企画展「昔のあかりの物語」

①遺跡発掘調査の出土品を適正に保管

していく。 

 遺跡発掘調査のたびに増える出土品

の保管場所について検討する。 

 

②遺跡発掘調査の出土品を適切に保管

するとともに、貴重な歴史資料として展

示・活用を図る。出土品の収蔵スペース

の確保、専門性のある職員の確保が課題

内容 専門家や市民の協力を得ながら、遺跡、市指定文化財、その他の主な文化財の適切な管理

に努めるとともに、必要な場合は指定を行うなど、遺跡・文化財の発掘と保護・継承に努めま

す。また、主要遺跡、指定文化財、その他の主な文化財を適切に保護するため、専門性を有す

る職員の確保に努めます。 

個別施策：②収蔵品の整理と資料の活用 

内容 市民が地域固有の文化財、伝統文化、歴史への理解を深め、保護・継承への意識を高められ

るよう、専門家や市民の協力を得ながら郷土資料室等の収蔵品の整理及びデータベース化を

進めるとともに、データ化した資料をはじめとした歴史資料を活用し、インターネットで公開す



 

 

るなど、展示・公開の充実を図ります。 を生涯学習センターと市役所のギャラリーで

開催し、昔の人の営みを伝えることができた。 

その他、婚礼用品などの資料を「金婚・ダイ

ヤモンド婚祝賀会」で展示し、収蔵品の活用を

図った。 

【主要施策Ｐ270】 

③生涯学習センターの生涯学習講座「シニア大

学」の中で岩倉にゆかりのある偉人や岩倉の歴

史再発見の講座、熟年者の講座で三町の山車の

話の講座を開催し、郷土の歴史・文化の地域学

習を推進した。 

中本町区山車保存会が岩倉東小学校で、大上

市場区山車保存会が岩倉北小学校で、山車・か

らくり・お囃子等を授業で紹介し、伝統文化の

継承に努めた。   

図書館３階の郷土資料室や史跡公園におい

て、小学校の社会見学を受け入れ、児童に岩倉

の郷土学習の機会を提供した。 

                

【主要施策Ｐ273,275】 

である。 

 郷土資料室の収蔵品のデータベース

化を着実に実施する。 

  

 

 

③郷土の歴史や文化についての講座の

充実を図る。 

 学校の求めに応じ、郷土学習の機会を

提供する。 

 史跡公園開園３０周年記念イベント

の開催に向けて、郷土学習や弥生時代の

文化にふれられる効果的な企画につい

て、検討する。 

 

 

 

 

 

【令和７年度の重点施策】③ 

個別施策：③地域学習の推進 

内容 郷土への愛着とそこに住む誇りを高めるため、市民団体や学校と協力し、郷土の歴史、文

化・文化財に関する講座の充実、子どもたちへの地域学習の推進により、担い手の育成に努め

ます。 

主要事業 

◆文化財データベース化事業 

◆文化財展示・ＰＲ事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（2） 

B 
（Ⅱ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（２）山車文化の継承 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

岩倉の山車を知っている市民の割合 

 94.3％

（R2） 
- 91.2% - 92.2% 95.0％ 95.5％ 

現状値よりポイントが低いが、

前回調査より上がったのは、山

車巡行や展示が行われ、市民周

知が広がっていると考えられ

る。【Ⅳ】 

市民アンケート 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①山車文化の継承と情報発信 【重点】 ①山車巡行の実施や夏には大上市場区、中本町

区、下本町区の三町が地元の祭りで山車を披露

し、地域の伝統文化の継承に寄与した。大上市

場区の夏の天王祭宵祭りでは、山車とともに市

指定文化財の鈴井町獅子館も鈴井町の人々の

協力で展示できた。 

 市ホームページの山車に関するページを更

①山車巡行・展示や小学校での授業な

ど、山車保存会と連携・協力して、情報

発信をしながら山車文化の継承に努め

る。 

 山車創建４００年祭の実施内容や情

報発信方法を検討し、機運醸成を図る。 

 

内容 岩倉市山車保存会と連携し、山車やからくり人形の保護、お囃子や山車曳きにふれる機会

の創出に努めるとともに、桜まつり等イベントや学校活動を通した山車文化の効果的な情報発

信を行います。また、広く担い手を確保するための取組を支援します。 

個別施策：②山車の維持・保存 

内容 市指定文化財である 3 台の山車の維持・保存のため、計画的な修繕に必要な支援を行いま

す。 



 

 

主要事業 

◆山車巡行・展示事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（２） 

D 

新し、山車文化や山車巡行の詳細を掲載して、

市民や観光客に広く周知することができた。 

中本町区山車保存会が岩倉東小学校で、大上市

場区山車保存会が岩倉北小学校で、山車・から

くり・お囃子等を授業で紹介し、伝統文化の継

承に努めた。 

 山車創建 400年を紹介する三町の山車のパン

フレットを作成して学校の授業や山車の巡行

の際に配布して周知した。 

 山車保存会の会議に職員が出席し、団体との

情報共有に努めた。 

【主要施策Ｐ271】 

②各町山車保存会と修繕について協議し、創建

400 年を迎えるに当たり、大規模な修繕が実施

でき、指定文化財の維持・保存に努めた。 

文化財保護に関する国・県や財団の助成金制

度を各山車保存会に情報提供し、令和６年度は

文化庁の制度で大上市場山車下層修繕、コミュ

ニティ助成で中本町山車からくり修繕、ふるさ

とづくり基金で下本町山車洗濯・修復を市の指

定文化財の補助制度と併せて活用してもらい、

大規模な修繕を実施し、山車の維持・保存をす

ることができた。 

【主要施策Ｐ271～272】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②山車が創建されてから 400 年を迎え

るにあたり、各町の山車の維持・保存の

ため、ふるさといわくら応援寄附金やそ

の他助成制度を活用しながら、計画的な

修繕の支援に努めていく。 

 

 

 

 

 

 

【令和７年度の重点施策】① 

（Ⅳ） 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

  



 

 

第 5次岩倉市総合計画基本施策評価シート（令和 6年度実施施策） 
 

第 1章 健やかでいつまでも安心して暮らせるまち  基本施策 13 スポーツ 主担当課 生涯学習課 責任者 中野 高歳 
 
施策がめざす 

将来の姿 
●スポーツが生活の一部となり、誰もがいつまでもスポーツに親しめる、豊かなスポーツライフが実現できるまちとなっています。 

＜現状と目標値＞ 

基本成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

スポーツの参加機会や振興に満足して

いる市民の割合 

 
81.7％

（H30） － － 83.5% － 82.0％ 85.0％ 

様々なスポーツイベント及び

各スポーツ団体による活動が、

コロナ禍以前の状況に戻って

きていることや、スポーツや健

康に関心のある市民が増えて

いるため、令和元年度と比べ

て、実績値が増加していると推

測する。 

市民意向調査 

月に１回以上スポーツを行う市民の割

合 

 

48.3％

（H30） － 45.4% － 46.1% 50.0％ 55.0％ 

様々なスポーツイベント等は、

コロナ禍以前の状況に戻って

きている。 

コロナ過以降、生活スタイルの

変化により余暇の過ごし方が

多様化していることなどによ

り、健康マラソンなどスポーツ

イベントの参加者数や成果指

標の実績値については、コロナ

禍以前の状況にまで達してい

ないと推測する。 

市民意向調査・市民アンケ

ート 

 

単位施策：（１）スポーツ活動の充実 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

総合型地域スポーツクラブ事業への参加

者数 
1,990人 1,3００人 2,163人 2,202人 2,078人 2,100人 2,100人 

令和４年度以降は、スポーツク

ラブの教室及び交流会等が予

定通り開催できたため、概ね目

標値に達している。【Ⅰ】 

年間を通じて開催する教室

の延べ交流会の参加者数の

合計人数 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①スポーツの普及と振興 【重点】 ①予定していたスポーツイベント及び教室等

については、全て実施することができた。コ

ロナ以降実施できていなかった市民体育祭に

①スポーツイベントの内容について、コ

ロナ禍以降、市民の生活スタイルや考え

方の変化などにより、時代に対応した内
内容 市民がよりスポーツを身近に感じられるように、体育協会、スポーツ推進委員等と連携して

地域におけるスポーツの普及・振興を図り、様々な種目のスポーツを気軽に体験できる機会を



 

 

提供します。 ついても、以前と同様の内容で再開すること

ができた。競技スポーツやパラスポーツ等、

様々な分野のスポーツを多くの方に参加及び

体験していただいたことで、スポーツに取り

組む機会を提供することができた。 

【主要施策Ｐ278】 

②スポーツ少年団の指導者資格取得に必要な

費用を支援し、指導者育成につなげた。 

【主要施策Ｐ278】 

容に変更していかなければならないと

考える。特に、スポーツ協会の会員の高

齢化などにより協力者や参加者数が少

なくなっているイベントの見直しにつ

いては検討していく必要がある。 

②今後、部活動の地域連携・地域移行を

行っていく上で、地域指導者の発掘や育

成を行っていく必要がある。 

【令和７年度の重点施策】① 

個別施策：②スポーツ団体の育成・活動支援 

内容 体育協会、総合型地域スポーツクラブ等の団体を支援し、育成・発展を図るため、施設利用

に関する調整を行うなど、活動しやすい環境を整えます。また、団体の指導者育成を支援しま

す。 

主要事業 

◆スポーツ教室 

◆地域スポーツ交流事業、岩倉市民体育

祭、いわくら市民健康マラソン等 

◆スポーツ指導者養成事業 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 
（２） 

B 
Ⅰ 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 

単位施策：（２）スポーツ環境の整備 

単位施策の成果指標 
現状値 実績値 目標値 

実績値に対する分析 指標数値根拠 
R1 R3 R4 R5 R6 R7 R12 

公共スポーツ施設及び小中学校体育館利

用件数 

 57,724

件 
44,335件 49,931件 54,543件 58,411件 65,000件 67,000件 

コロナ禍以降、徐々にスポーツ

活動が増えてはいたが、ようや

くコロナ前と同水準の利用件

数となった。【Ⅱ】 

総合体育文化センター、野

寄・石仏スポーツ広場、野寄

テニスコート、中央公園グ

ラウンド、岩倉北小学校・南

部中学校グラウンド夜間照

明、学校体育施設の開放に

伴う利用件数の合計 

 取組内容及び成果 課題及び今後の方向性 

個別施策：①スポーツ施設の整備 【重点】 ①アデリア総合体育文化センターを始めとす

るスポーツ施設の修繕等については、ウォータ

ークーラー取替修繕やアリーナ女子更衣室シ

ャワー修繕など、指定管理者と優先順位を確

認・相談しながら実施したほか、野寄テニスコ

ートの人工芝修繕を実施するなど、施設利用者

が安全で安心して利用できるよう整備に努め

た。 

令和５年度から行っている屋外スポーツ施

設の指定管理については、指定管理者による

日々の維持管理、運営業務等を確認、協議しな

がら進めることができた。 

【主要施策Ｐ280,281】 

②市内の各小中学校を継続して開放すること

で、日頃から安定してスポーツ活動に取り組め

る環境を提供することができた。 

【主要施策なし】 

①アデリア総合体育文化センターのト

イレ洋式化、野寄テニスコート北側のネ

ット嵩上げ工事など、対応すべき整備に

ついて、安全に安心して利用できるよ

う、よりよい工法等を検討していく。 

利用者の熱中症対策として、アデリア

総合体育文化センターアリーナや柔剣

道場に空調設備の導入を検討していく。 

②学校体育施設に空調設備が整備され

ることに伴い、施設使用料や空調設備使

用料の設定や電子錠の整備、施設予約シ

ステムによる予約の管理をしていくこ

とから、それに向けた準備や各種団体へ

の説明を丁寧に行う必要がある。 

【令和７年度の重点施策】② 

内容 スポーツ施設におけるバリアフリー化をさらに進め、誰もがスポーツに親しむことができる

環境を整備するとともに、安全管理対策を充実させます。総合体育文化センターでは、指定管

理者の運営のもと、施設の適切な維持管理や民間の手法を取り入れた管理運営を行いなが

ら、大規模修繕や将来的な施設の複合化について検討を進めます。 

個別施策：②学校体育施設等の有効活用  

内容 各小中学校の体育施設を開放し、市民が地域で気軽にスポーツ活動に取り組める環境を提

供するとともに、新たなスポーツの活動場所として、民間のスポーツ施設等の活用についても

研究していきます。 

主要事業 

◆スポーツ施設の管理・運営 

庁内評価 
上段：取組内容 

下段：成果指標 

（２） 

B 
Ⅱ 



 

 

市民評価  市民評価 

判断理由・コメント  

 


